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株 主 各 位 証券コード　4686
2022年6月8日

徳 島 市 川 内 町 平 石 若 松 1 0 8 番 地 4

代表取締役社長 関灘　恭太郎

■１ 日　　時 2022年6月24日（金曜日）午前10時

■２ 場　　所 徳島市川内町平石若松108番地4
ジャストシステム徳島本社
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

■３ 目的事項 報告事項 1．第41期（2021年4月1日より2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並び
に会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

2．第41期（2021年4月1日より2022年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項 第1号議案　剰余金処分の件
第2号議案　定款一部変更の件
第3号議案　監査等委員でない取締役5名選任の件
第4号議案　補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

■４ 議決権行使等について
のご案内 33頁に記載の【議決権行使等についてのご案内】をご参照ください。

■５ インターネット開示に
関する事項

本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結計算書類の連結注記表」及び「計算書類の個別
注記表」につきましては、法令及び定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイ
トに掲載していますので、本招集ご通知の添付書類には記載していません。本招集ご通知の添付書類
は、監査報告を作成するに際し、監査等委員会及び会計監査人が監査をした書類の一部です。

当社ウェブサイト（https://www.justsystems.com/jp/ir/）

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
　事業報告、計算書類、連結計算書類及び株主総会参考書類に修正が生じた場合は、当社ウェブサイトに修正後の事項を掲載します。

　

第41回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
　さて、当社第41回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
　株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日
のご来場をお控えいただき、極力、書面（郵送）又はインターネットによる事前の議決権行使をご検討くださいますようお願い申
し上げます。議決権の事前行使にあたっては、後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、後述の【議決権行使等についてのご案
内】に従って2022年6月23日（木曜日）午後6時までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬　具
記

以　上
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第1号議案 剰余金処分の件

当社普通株式 1株につき金8円
配当総額 513,791,640円

株主総会参考書類

　経営体質の強化並びに今後の事業展開に備えるために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当の継続に努める
ことを基本方針としています。

期末配当に関する事項
　当期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の経営環境等を勘案し、以下のとおりといたします。
(1) 配当財産の種類
金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　なお、すでに中間配当金として1株につき金8円をお支払いしていますので、年間配当金は1株につき金
16円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年6月27日
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第2号議案 定款一部変更の件

1．変更の理由
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年
9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更する
ものです。
(1) 変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるも

のです。
(2) 変更案第15条第2項は、書面交付請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができ

るようにするため、規定を設けるものです。
(3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第15条）は不要となるため、これ

を削除するものです。
(4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものです。

2．変更の内容
変更の内容は、次のとおりです。
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現行定款 変 更 案
（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）

第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書
類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載また
は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定める
ところに従いインターネットを利用する方法で開示す
ることにより、株主に対して提供したものとみなすこ
とができる。

（削　　除）

（新　　設） （電子提供措置等）
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類

等の内容である情報について、電子提供措置をとるも
のとする。

２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で
定めるものの全部または一部について、議決権の基準
日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面
に記載しないことができる。

附則
（監査役の責任免除に関する経過措置）

（条文省略）

附則
第1条（監査役の責任免除に関する経過措置）

（現行通り）
（新　　設） 第2条（電子提供措置等に関する経過措置）

　現行定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開
示とみなし提供）の削除及び変更案第15条（電子提供措置
等）の新設は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律
第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の
日である2022年9月1日（以下「施行日」という）から効力
を生ずるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主
総会の日とする株主総会については、現行定款第15条はな
お効力を有する。

3 本条は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総
会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを
削除する。

（下線部分は変更箇所を示します。）
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第3号議案 監査等委員でない取締役5名選任の件

候補者
番　号

氏　　　名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

株 式 の 数

1 せき

関
なだ

灘
 

　
きょう

恭
た

太
ろう

郎
（1977年12月29日）

5,000株

    2000年    4月 ㈱キーエンス入社
    2009年    6月 当社取締役
    2010年    10月 当社取締役 事業企画部長
    2012年    7月 当社取締役 経営企画室長
    2016年    3月 当社代表取締役社長（現任）

2 た じ き

田食　
まさ

雅
ゆき

行
（1969年10月15日）

1,000株

    2006年    10月 当社入社
    2012年    4月 当社コンシューマ事業部長
    2018年    10月 当社ソリューションストラテジー事業部長
    2020年    6月 当社取締役ソリューションストラテジー事業部長（現任）

3 み

三
き

木
 

　
まさ

雅
ゆき

之
（1975年4月3日）

5,000株

    1998年    4月 ㈱キーエンス入社
    2009年    6月 当社取締役（現任）
    2016年    3月 当社取締役 最高開発責任者
    2018年    6月 ㈱キーエンス取締役（現任）

4 くり

栗
はら

原
 

　
 

　
まなぶ

学
（1956年4月19日）

－株

    1987年    10月 監査法人中央会計事務所入所
    1991年    3月 公認会計士登録
    2001年    7月 中央青山監査法人パートナー
    2007年    8月 新日本監査法人パートナー
    2017年    9月 栗原公認会計士事務所 代表（現任）
    2019年    6月 当社社外取締役（現任）

　監査等委員でない取締役5名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員でない
取締役5名の選任をお願いいたします。
　なお、本議案に関しましては、監査等委員会における検討の結果、特段の指摘事項はありませんでした。
　監査等委員でない取締役候補者は、次のとおりです。
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候補者
番　号

氏　　　名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

株 式 の 数

5 くわ

桒
やま

山
 

　
かつ

克
ひこ

彦
（1963年10月19日）

－株

    1994年    4月 弁護士登録
    1994年    4月 濱田松本法律事務所入所
    2000年    8月 ニューヨーク州弁護士登録
    2003年    8月 TMI総合法律事務所パートナー
    2012年    10月 桑山総合法律事務所 代表（現任）
    2020年    6月 当社社外取締役（現任）

(注) 1．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2．栗原学氏及び桒山克彦氏は、社外取締役候補者です。
3．当社は、栗原学氏及び桒山克彦氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ています。両氏が再任された場合、当社は引き続き両氏を独立役

員とする予定です。なお、当社は、社外取締役を選任するための社外役員選任基準規程を定めており、その選任に際しては、東京証券取引所
が上場規程に定める独立性基準も参考とし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で、社外役員としての職務を遂行
できることを前提に選任しています。栗原学氏及び桒山克彦氏は、いずれもこれらの基準を満たしています。

4．栗原学氏を社外取締役候補者とした理由は、公認会計士としての財務、会計及び税務に関する豊富な経験と専門知識並びに他社取締役や投資
法人の監督役員としての経験を有していることから、当社取締役会の機能強化が期待されるためです。なお、同氏は、直接会社の経営に関与
された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しています。栗原学氏は、
現在当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって3年となります。

5．桒山克彦氏を社外取締役候補者とした理由は、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有していることから、コン
プライアンスの観点を主としたアドバイスにより当社取締役会の機能強化が期待されるためです。なお、同氏は、直接会社の経営に関与され
た経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しています。桒山克彦氏は、現
在当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。

6．当社は、栗原学氏及び桒山克彦氏との間で損害賠償責任の限度額を500万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高
い額とする責任限定契約を締結しており、両氏の再任が承認された場合は、それぞれ当該契約を継続する予定です。

7．当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しています。当該保険契約では、被保険者がその地位に基づい
て行った行為に起因して、損害賠償請求を受けた場合等において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険
契約により填補することとしています。ただし、法令違反であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されない等、一定の
免責条項があります。保険料は当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。全ての候補者は、当該保険契約の被
保険者に含められることとなります。
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ご参考 取締役のスキルマトリクス

氏　　名 企業経営 事業企画・
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

商品開発・
技術戦略

DX・
情報ｾｷｭﾘﾃｨ 財務・会計 法務

(ﾘｽｸ管理)
ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・
ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ

取締役

関灘 恭太郎 ● ● ● ● ●

田 食 雅 行 ● ● ● ●

三 木 雅 之 ● ● ● ●

栗 原  学 ● ●

桒 山 克 彦 ● ●

取締役
（監査等委員）

肥 後  泰 ● ● ● ●

熊 谷  勉 ● ●

五 十 嵐  透 ● ●

　取締役会を構成する取締役は、倫理観・誠実性、財務・会計・技術等に関する方針決定における幅広い経験、また
他の取締役会構成員と相互補完的役割を期待できる能力や経験を有すること等を要件としております。独立社外取締
役については他社での経営経験を有する者を含め、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、及び多様性
に配慮した人材の選任を行っております。
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第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

氏　　　名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

株 式 の 数

わか

若
ばやし

林
 

　
のり

典
お

雄
（1954年10月9日）

－株

    1977年    4月 東京国税局入局
    2014年    7月 荏原税務署長
    2015年    8月 税理士登録
    2015年    8月 若林典雄税理士事務所　代表（現任）

　2021年6月24日開催の第40回定時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役に選任された若林典雄氏の
選任の効力は本総会開始の時までとされていますので、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことにな
る場合に備え、改めて補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いいたします。
　なお、補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決
議によりその選任を取り消すことができるものとします。
　また、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
　補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりです。

(注) 1．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2．若林典雄氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者です。同氏が監査等委員である取締役に就任した場合、東京証券取引所の定めに基
づく独立役員として届け出る予定です。

3．若林典雄氏は、直接会社の経営に関与した経験はありませんが、税理士としての専門的な知識や経験を有しており、監査等委員である社外取
締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任をお願いするものです。

4．当社は、若林典雄氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、損害賠償責任の限度額を500万円又は会社法第425条第１項に定める最
低責任限度額のいずれか高い額とする責任限定契約を締結する予定です。

5．当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しています。当該保険契約では、被保険者がその地位に基づい
て行った行為に起因して、損害賠償請求を受けた場合等において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険
契約により填補することとしています。ただし、法令違反であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されない等、一定の
免責条項があります。保険料は当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。若林典雄氏が監査等委員である取締
役に就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
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事業報告（2021年4月1日より2022年3月31日まで）

1 企業集団の現況に関する事項

第40期
（2021年3月期）

第41期
（2022年3月期） 前連結会計年度比

金額（百万円） 金額（百万円） 増減率

売上高 41,174 41,676 　　　　ー

営業利益 15,069 17,166 　　　　ー

経常利益 15,202 17,316 　　　　ー

親会社株主に帰属する当期純利益 10,957 12,165 　　　　ー

(添付書類)

(1) 事業の経過及びその成果
　当連結会計年度における日本経済は、新型コロナウイルス感染症流行のために停止していた経済活動が徐々
に再開されたことにより、個人消費及び雇用情勢は持ち直しの動きが見られるものの、依然として厳しい状況
が続きました。
　このような状況下において、当社グループは、高機能で付加価値の高い新商品・サービスを提供することに
こだわり、既存ビジネスによる安定した収益を基盤としつつ、個人向け・法人向けともに売上高の拡大に向け
た提案力の強化や、新たな収益の柱となる新商品・サービスの企画、開発に取り組んでまいりました。
　以上の結果、当連結会計年度における売上高は416億76百万円、営業利益は171億66百万円、経常利益は
173億16百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は121億65百万円となりました。営業利益、経常利益、
当期純利益はいずれも株式上場以来の最高益を更新しました。
　当社はソフトウエア関連事業の単一セグメントでありますが、個人向け・法人向けに分類すると、個人向け
事業の売上高は321億13百万円、法人向け事業は95億63百万円となりました。
　また、サブスクリプション方式で商品・サービスを提供している事業によるストックビジネスの売上高は
310億92百万円、全社売上高に占める割合は74.6％になりました。

(注) 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を当連結会計年度の期首から適用しているため、
　　　2022年３月期に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっており、対前期増減率は記載しておりません。
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(2) 設備投資の状況
　特に記載すべき重要な事項はありません。

(3) 資金調達の状況
　特に記載すべき重要な事項はありません。

(4) 今後の見通しと対処すべき課題
　今後の日本経済につきましては、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大による経済活動の大幅な停滞等
の影響により、内外経済をさらに下振れさせるリスクがあり、先行き不透明な状況が続くと見込まれます。
　このような経営環境の中で、当社は個人向け・法人向けに幅広く商品・サービスを提供できる強みを活かし
て継続的かつ安定的に収益を確保できる体制を整備・推進してまいります。そして、当社の商品・サービスを
通じてお客様や社会の発展に資することで、株主の皆様やお客様、市場、さらには社員が求める企業価値を総
合的に高めていくことが重要であると考えています。
　当社は、経営指標の中でも、特に「1人当たりの営業利益額」の継続的な拡大を重視しており、既存商品に
ついては機能強化を継続することで顧客満足度を高め、他方では新商品・サービスの企画、開発により顧客層
を拡大することで、継続的な事業拡大と企業価値の向上を目指します。
　また、組織の活性化と人材戦略の強化拡充を進め、常に変化し、成長し続ける企業体質の構築に努めます。
　当社グループが属するＩＴ業界は、事業環境が短期的に大きく変動する傾向にあり、通期の業績予想につい
て信頼性の高い数値を合理的に算出することは難しいと考えていますが、「継続的な増収増益」を目指し、ス
ピードを意識して新商品・サービスの企画、開発の推進、将来に向けた積極的な成長投資等を実行してまいり
ます。
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28,646

第38期
（2019年3月期）

36,503

第39期
（2020年3月期）

41,174

第40期
（2021年3月期）

41,676

第41期
（2022年3月期）

（単位：百万円）売上高

7,694

第38期
（2019年3月期）

13,106

第39期
（2020年3月期）

15,202

第40期
（2021年3月期）

17,316

第41期
（2022年3月期）

（単位：百万円）経常利益

6,210

第38期
（2019年3月期）

9,287

第39期
（2020年3月期）

10,957

第40期
（2021年3月期）

12,165

第41期
（2022年3月期）

（単位：百万円）親会社株主に帰属する当期純利益

50,029

42,149

第38期
（2019年3月期）

64,196

50,802

第39期
（2020年3月期）

75,401

61,074

第40期
（2021年3月期）

86,224

71,300

第41期
（2022年3月期）

（単位：百万円）総資産/純資産

96.70

第38期
（2019年3月期）

144.61

第39期
（2020年3月期）

170.62

第40期
（2021年3月期）

189.42

第41期
（2022年3月期）

（単位：円）1株当たり当期純利益

656.29

第38期
（2019年3月期）

791.02

第39期
（2020年3月期）

950.96

第40期
（2021年3月期）

1,110.18

第41期
（2022年3月期）

（単位：円）1株当たり純資産

区　　分 第38期
（2019年3月期）

第39期
（2020年3月期）

第40期
（2021年3月期）

第41期
（当期）

（2022年3月期）
売 上 高 (百万円) 28,646 36,503 41,174 41,676
経 常 利 益 (百万円) 7,694 13,106 15,202 17,316
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) 6,210 9,287 10,957 12,165
総 資 産 (百万円) 50,029 64,196 75,401 86,224
純 資 産 (百万円) 42,149 50,802 61,074 71,300
1株当たり当期純利益 (円) 96.70 144.61 170.62 189.42
1 株 当 た り 純 資 産 (円) 656.29 791.02 950.96 1,110.18

(5) 企業集団の財産及び損益の状況の推移

(注) 1．1株当たり当期純利益は、期中平均株式数により算出しています。
2．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を当連結会計年度の期首から適用しているため、

　　　　2022年３月期に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。
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会社名 資本金 出資比率（％） 主要な事業内容

JustSystems Canada Inc. 10百万カナダドル 100.0 「XMetaL」製品の開発と販売

(6) 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況
　　該当事項はありません。
② 子会社の状況

(注) 連結決算日現在の資本金です。

③ その他
　　㈱キーエンスは、当社のその他の関係会社であり、同社は当社の株式を28,234千株（持株比率43.96%）

保有しています。当社は同社と資本・業務提携契約を締結しています。

(7) 主要な事業内容（2022年3月31日現在）

　ソフトウエア及び関連サービスの企画と開発、提供

(8) 主要な事業所（2022年3月31日現在）

① 当社の主要な事業所
東京本社 東京都新宿区西新宿6丁目8番地1号

住友不動産新宿オークタワー
徳島本社 徳島県徳島市川内町平石若松108番地4
営業所 東京都新宿区、名古屋市、大阪市、福岡市

② 子会社
　　JustSystems Canada Inc.（カナダ　バンクーバー市）

(9) 従業員の状況（2022年3月31日現在）

　企業集団の従業員数は321名（97名）、当社の従業員数は316名（97名）です。
(注) 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（契約社員、人材派遣会社からの派遣社員、パート・アルバイトを含む。）は（　）内に年間

の平均人員を外数で記載しています。

(10) 主要な借入先（2022年3月31日現在）

　該当事項はありません。

(11) その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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2 会社の株式に関する事項（2022年3月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 66,163,200株

(2) 発行済株式の総数 64,224,800株 （うち自己株式845株）

(3) 株主数 5,206名

(4) 大株主
株主名 持株数（千株） 持株比率（％）

株式会社キーエンス 28,234 43.96

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 7,352 11.45

重田　康光 4,686 7.30

SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 1,865 2.90

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1,679 2.61

JP MORGAN CHASE BANK 385632 1,267 1.97

MSCO CUSTOMER SECURITIES 1,165 1.81

福良　伴昭 870 1.35

渡辺　正博 719 1.12

楽天証券株式会社 560 0.87
(注) 持株比率は自己株式（845株）を控除して計算しています。

(5) その他株式に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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3 会社役員に関する事項

地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長 関　灘　恭太郎
取締役 田　食　雅　行 ソリューションストラテジー事業部長
取締役 三　木　雅　之 ㈱キーエンス取締役
取締役 栗　原　　　学 栗原公認会計士事務所　代表
取締役 桒　山　克　彦 桑山総合法律事務所　代表
取締役（常勤監査等委員） 肥　後　　　泰
取締役（監査等委員） 熊　谷　　　勉
取締役（監査等委員） 五十嵐　　　透 ㈱キーエンス経理グループ長

(1) 取締役の状況（2022年3月31日現在）

(注) 1．取締役栗原学氏及び桒山克彦氏は、社外取締役です。
2．取締役（常勤監査等委員）肥後泰氏、取締役（監査等委員）熊谷勉氏及び五十嵐透氏は、社外取締役であり、財務及び会計に関する相当

程度の知見を有しています。
3．情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、肥後泰氏を常

勤監査等委員として選定しています。
4．当社は、2021年6月24日開催の第40回定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行しました。これに伴い、熊谷勉氏及

び五十嵐透氏は、監査役を退任し、同日付で取締役（監査等委員）に就任しております。
5．栗原学氏、桒山克彦氏、肥後泰氏、熊谷勉氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。

(2) 責任限定契約の内容の概要
　当社は、各社外役員と、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償
責任を限定する契約を締結しています。
　当該契約に基づく各社外役員の損害賠償責任の限度額は、500万円又は会社法第425条第1項に定める最低
責任限度額のいずれか高い額としています。
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区分 支給人員 支給額
取 締 役 （ 監 査 等 委 員 を 除 く ）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

5名
(2名)

11,888万円
(1,008万円)

取 締 役 ( 監 査 等 委 員 )
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

3名
(3名)

846万円
(846万円)

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

3名
(3名)

282万円
(282万円)

合 計
（  う ち 社 外 役 員  ）

11名
(8名)

13,016万円
(2,136万円)

(3) 当事業年度に係る役員の報酬等の総額

(注) 1．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていません。
2．役員報酬は、固定報酬のみとし、業績連動報酬及び非金銭報酬は含まれていません。
3．取締役（監査等委員を除く）に対する報酬額は、監査等委員会設置会社移行前の期間に取締役として受けた報酬額を含めております。
4．監査役に対する報酬額は、監査等委員会設置会社移行前の期間に係るものであり、2021年6月24日開催の第40回定時株主総会終結の時

をもって退任した社外監査役（1名）を含みます。また取締役（監査等委員）に対する報酬額は、監査等委員会設置会社移行後の期間に係
るものです。

5．監査等委員会設置会社移行前の役員報酬限度額は、1994年6月27日開催の臨時株主総会において、取締役は月額2,500万円以内（使用人
分給与は含まない。）とし、監査役は月額300万円以内とする旨を決議しております。当該決議に係る取締役の員数は10名、監査役の員
数は1名です。

6．監査等委員会設置会社移行後の役員報酬限度額は、2021年6月24日開催の第40回定時株主総会において、取締役（監査等委員を除く）
は年額3億円以内（うち、社外取締役分は年額2,400万円以内）とし（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）、取締役（監査等
委員）は年額3,600万円以内とする旨を決議しております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）の員数は5名（うち社外
取締役2名）、取締役（監査等委員）の員数は3名です。
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(4) 取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針
① 基本方針

　当社の役員報酬は、下記を基本方針としています。
・業績に対する責任を明確にし、かつ継続的成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであること
・優秀な人材を確保・維持できる報酬水準、報酬体系とすること
・報酬の決定プロセスは透明性・客観性の高いものであること

② 役員（取締役）報酬額算定方法
　報酬額は、業績に対する責任を明確にするため、前事業年度における管理職の年収を基準額とし、係数を
乗じることにより算出しています。
　役員報酬の水準につきましては、当社の事業内容及び経営状況等を踏まえ、他の上場企業（同業・同規模
他業種を含む）における報酬額や当社従業員給与とのバランス等を考慮し、係数を設定しています。係数
は、役位によって異なり、5.0を上限としています。
　報酬は、固定報酬のみとしていますが、基準額が前事業年度の業績に連動しており、固定報酬に占める業
績連動部分の割合は、60～70%となっています。
　当社は、経営指標の中でも、特に「1人当たりの営業利益額」の継続的な拡大を重視し、業績連動部分を
決定する指標として用いています。「1人当たりの営業利益額」の増減を報酬に反映させることで、業績と
の連動性を高め、企業の成長に対する責任を明確にしています。
　現時点では、株主との持続的な利益意識の共有、企業価値の向上が十分に図れていると考えており、ま
た、他の上場企業における役員報酬水準とのバランスを考慮した上で、株式報酬を含む中長期インセンティ
ブ等の導入は今後の検討課題としています。
  （注）社外取締役は除きます。
③ 社外取締役の報酬

　社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場であることを鑑み、当社業績との連動部分を含まない固
定報酬のみとしています。社外取締役（監査等委員を除く）の報酬額は、他の上場企業における報酬や、要
求内容、経営への影響度合い・関与度合い等に応じて設定しています。また、社外取締役（監査等委員）の
報酬は、株主総会において決議された報酬総額の範囲内において、社外取締役（監査等委員）の協議により
決定しています。
④ 報酬決定プロセス

　当社取締役の報酬等については、株主総会において決議された金額を上限として、役員報酬額算定方法に
基づき経営企画室が起案し、経営会議にて決定しています。経営会議の議長は、取締役報酬額の決定に関し
て取締役会より一任された代表取締役社長 関灘恭太郎が務めています。同氏に委任した理由は、当社の事業
環境や経営状況、役員の役割や成果等を熟知し、総合的かつ客観的に役員の報酬額を決定できると判断した
ためです。ただし、報酬の決定プロセスにおいて透明性を確保する観点から、独立社外取締役に対して報酬
決定方針、水準、係数等を説明し、適切な関与・助言を得ています。
　取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別報酬等について、以上のような多角的な観点を踏まえた決
定プロセスを経ていることから、決定方針に沿うものであると判断しています。
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(5) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を当社及び子会社の取締役、経営に関
わる管理職の地位にある従業員等を被保険者として締結しています。また、全ての被保険者について、その保
険料を当社が全額負担しています。当該保険契約では、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因し
て、損害賠償請求を受けた場合等において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を
当該保険契約により填補することとしています。ただし、法令違反であることを認識して行った行為に起因し
て生じた損害は填補されない等、一定の免責条項があります。

(6) 社外役員に関する事項
① 当事業年度における主な活動状況、及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

・取締役
　栗原学氏は、当事業年度に開催された取締役会12回の全てに出席し、公認会計士としての財務、会計及
び税務に関する豊富な経験と専門知識並びに他社取締役や投資法人の監督役員としての経験をもとに、当
社の経営全般及びコーポレート・ガバナンスに対して、具体的な意見・提言を行っています。
　桒山克彦氏は、当事業年度に開催された取締役会12回の全てに出席し、弁護士としての高度な専門知識
に加え、企業法務の実務経験をもとに、当社の経営全般及びコーポレート・ガバナンスに対して、具体的
な意見・提言を行っています。

・取締役（監査等委員）
　常勤監査等委員の肥後泰氏は、2021年6月24日就任以降に開催された取締役会10回及び監査等委員会
11回の全てに出席し、金融業界の会社経営における豊富な業務執行経験や取締役（監査等委員）としての
経験と識見に基づき、独立した立場から経営全般に対する監督と具体的な意見・提言を行っています。
　熊谷勉氏は、2021年6月24日就任以降に開催された取締役会10回及び監査等委員会11回の全てに出席
し、経理部門における豊富な業務執行経験や常勤監査役としての経験と識見に基づき、独立した立場から
経営全般に対する監督と具体的な意見・提言を行っています。
　五十嵐透氏は、2021年6月24日就任以降に開催された取締役会10回及び監査等委員会11回の全てに出
席し、経理部門における豊富な業務執行経験や識見に基づき、経営全般に対する監督と具体的な意見・提
言を行っています。

② 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
　取締役の栗原学氏は、栗原公認会計士事務所の代表です。当社は同事務所との間に特別の関係はありま
せん。
　取締役の桒山克彦氏は、桑山総合法律事務所の代表です。当社は同事務所との間に特別の関係はありま
せん。
　取締役（監査等委員）の五十嵐透氏は、㈱キーエンスの業務執行者です。同社は、当社のその他の関係
会社であり、当社は同社と資本・業務提携契約を締結しています。同社は、当社の自主・自立性を尊重し
ており、当社の意思決定を妨げたり、拘束したりすることはありません。
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4 会計監査人の状況

支払額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 3,900万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 3,900万円

(1) 会計監査人の名称　　　　　有限責任監査法人トーマツ

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

(注) 1．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分してお
らず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しています。

2．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必
要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

(3) 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項の各号に該当すると判断した場合に、監査等委員全員
の同意によって解任いたします。この場合、解任及びその理由を解任後最初に招集される株主総会において報
告いたします。また、上記の場合のほか、会計監査人による適正な職務の遂行が困難であると認められる場
合、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたしま
す。
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5 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
○業務の適正を確保するための体制

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保
するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりです。

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　取締役及び使用人はコンプライアンス関連規程、及び行動規範に基づく継続的な教育プログラムに
より、法令及び定款の遵守を徹底する。また、取締役（監査等委員）及び内部監査担当による監査の
実施により当該遵守状況を監督する。さらに、当該遵守の不適合を発見する仕組みの一つとして、内
部通報関連規程に基づき、内部通報制度を運用する。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役による自己の職務の執行状況を取締役会報告事項として定め、当該報告事項を含む議事録を
10年間保存する。また、経営会議議事録及び社内承認記録を、書面や電磁的方法により保存及び管理
する。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　財務報告や情報セキュリティ等各局面に応じた関連規程を定め、リスク管理に関する統括責任者を
代表取締役として、各業務の責任者は、リスク分析、評価、及び対策の策定を継続的に行う。また、
取締役（監査等委員）及び内部監査担当が、経営上のあらゆるリスク管理に関する監査を行うことに
より総合的な管理体制を維持する。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　取締役会を原則月1回行い、重要事項の決定及び取締役の職務執行状況の監督を行う。また、取締役
会の監督機能をより強化しつつ、職務執行の効率性を確保するための場として、経営会議を随時開催
し、取締役会の委嘱を受けた重要事項等の意思決定を機動的に行う。さらに、責任権限規程に基づき
組織責任者への権限委譲を行い、各種意思決定を迅速に行える体制を整備する。なお、中期の経営計
画及び各部門の業務計画を策定し、その進捗状況を定期的に分析、評価する体制を構築する。

(5) 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　当社に子会社等の関係会社管理を行う部門を設置し、関係会社管理規程等によりその管理方針等を
定めるほか、必要に応じ当社取締役又は使用人を関係会社に派遣して企業集団における業務の適正を
確保する。

(6) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該
使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
　監査等委員会の求めがあった場合は、監査等委員会と協議したうえで適切な使用人を選定し、その
職務を補助させる。取締役は、当該使用人が行う補助業務を妨げず、また、当該使用人の人事考課に
おいて不当な評価を行わない。
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(1) 取締役会は、取締役8名（うち社外取締役5名）で構成されており、原則月1回の定時取締役会のほか、
臨時取締役会を開催し、法令等に定める重要事項のほか、経営に係る重要な意思決定を行っておりま
す。また、業務執行に係る重要事項については取締役、社外取締役（常勤監査等委員）、その他組織責
任者等で構成される経営会議において審議・決定いたします。

(2) 監査等委員会は、社外取締役（監査等委員）3名で構成されており、原則月1回開催し、業務監査及び
会計監査が有効に実施されるよう努めております。社外取締役（監査等委員）は取締役会その他経営会
議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を通して、経営に
対する適正な監視を行っております。

(3) 当事業年度の具体的な取り組み
①コンプライアンスの徹底
　　当社グループ行動規範に基づくコンプライアンス徹底の一環として、全従業員を対象にしたコンプ
ライアンス研修、及びコンプライアンス関連ニュースの月次配信を実施しました。当事業年度は、イ
ンサイダー取引防止等を主なテーマとした情報統制研修を実施し、昨今の社会情勢を考慮した内容を
組み入れることで従業員のコンプライアンス意識向上に努めました。また、これらの効果検証を目的
として意識調査を行い、継続的な施策改善に取り組んでおります。

②リスク管理体制の強化
　　内部統制システム整備における損失の危険の管理強化を目的とし、リスクコントロールマトリクス
による管理体制を強化しました。財務報告や情報セキュリティ等から対象をさらに拡げ、俯瞰的なリ
スク管理により、当社として取り組むべき優先度の高いリスクについては適時に追加の対策を講じる
等、より実効性の高いリスク管理を図ります。

(7) 取締役及び使用人が取締役（監査等委員）に報告するための体制その他の監査等委員会
への報告に関する体制
　取締役及び使用人は、法令又は定款に違反する事実又は会社に著しい損害を与えるおそれのある事
実、及び取締役（監査等委員）による適正な職務の執行に必要な事実について、取締役（監査等委
員）に直ちに報告する体制を整備する。また、取締役及び使用人は、監査等委員会から業務に関する
事項の報告を求められた場合、すみやかに行う。当社は、これらの報告者に対し、報告を理由とした
不利益な取扱いを行わない。

(8) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　取締役と取締役（監査等委員）は情報共有に努めるとともに、取締役（監査等委員）が取締役会、
経営会議等の重要な会議に出席し、適宜意見を述べられる体制を整備する。取締役（監査等委員）と
内部監査担当及び会計監査人が連携し、効率的で有効性のある監査の実施が可能な体制を整備する。
また、当社は、取締役（監査等委員）がその職務を執行するうえで必要と認めた費用についてこれを
負担し、緊急又は臨時に支出した費用については、会社に償還を請求することができる。

○業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
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連結貸借対照表 （単位：百万円）

科目 第41期
2022年3月31日現在 科目 第41期

2022年3月31日現在

資産の部
流動資産
現金及び預金

受取手形及び売掛金

有価証券

商品及び製品

原材料及び貯蔵品

前払費用

その他

貸倒引当金
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物

工具器具備品

土地

減価償却累計額
無形固定資産
ソフトウエア

ソフトウエア仮勘定

その他
投資その他の資産
投資有価証券

繰延税金資産

その他

貸倒引当金　

76,308
62,151

2,537

5,000

738

2,430

2,768

719

△36
9,916
6,033
9,450

1,491

3,569

△8,477
3,014
2,705

308

0
868
25

601

431

△190 　

負債の部

流動負債 14,797

買掛金 620

未払金 1,748

未払法人税等 2,843

前受収益 8,319

賞与引当金 572

その他 694

固定負債 127

退職給付に係る負債 104

その他 22

負債合計 14,924

純資産の部

株主資本 71,427

資本金 10,146

資本剰余金 12,293

利益剰余金 48,989

自己株式 △1

その他の包括利益累計額 △127

その他有価証券評価差額金 5

為替換算調整勘定 △123

退職給付に係る調整累計額 △9

純資産合計 71,300

資産合計 86,224 負債・純資産合計 86,224

連結計算書類
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連結損益計算書 (単位：百万円)

科目
第41期

2021年4月 1 日から
2022年3月31日まで

売上高 41,676

売上原価 9,799

売上総利益 31,877

販売費及び一般管理費 14,711

営業利益 17,166

営業外収益 167

受取利息 22

為替差益 80

受取賃貸料 45

その他 18

営業外費用 16

賃貸費用 3

その他 12

経常利益 17,316

特別利益 2

投資有価証券売却益 2

税金等調整前当期純利益 17,319

法人税、住民税及び事業税 4,720

法人税等調整額 433

当期純利益 12,165

親会社株主に帰属する当期純利益 12,165
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第41期（2021年4月1日から2022年3月31日まで） (単位：百万円)

株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 10,146 12,293 38,736 △1 61,175
会計方針の変更による
累積的影響額 △885 △885
会計方針の変更を
反映した当期首残高 10,146 12,293 37,851 △1 60,290

当期変動額
剰余金の配当 △1,027 △1,027
親会社株主に帰属する
当期純利益 12,165 12,165

自己株式の取得 △0 △0
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － 11,137 △0 11,137
当期末残高 10,146 12,293 48,989 △1 71,427

その他の包括利益累計額
純資産合計その他有価証券

評価差額金 為替換算調整勘定 退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 8 △102 △6 △100 61,074
会計方針の変更による
累積的影響額 △885
会計方針の変更を
反映した当期首残高 8 △102 △6 △100 60,189

当期変動額
剰余金の配当 △1,027
親会社株主に帰属する
当期純利益 12,165

自己株式の取得 △0
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △2 △21 △2 △27 △27

当期変動額合計 △2 △21 △2 △27 11,110
当期末残高 5 △123 △9 △127 71,300

連結株主資本等変動計算書
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貸借対照表 （単位：百万円)

科目 第41期
2022年3月31日現在 科目 第41期

2022年3月31日現在

資産の部
流動資産
現金及び預金
受取手形
売掛金
有価証券
商品及び製品
原材料及び貯蔵品
前払費用
未収金
前払金
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産
建物
構築物
工具器具備品
土地
無形固定資産
ソフトウエア
ソフトウエア仮勘定
投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
関係会社長期貸付金
長期前払費用
差入保証金
繰延税金資産
その他
貸倒引当金　

76,168
62,041

1
2,507
5,000
738
2,430
2,766
563
138
17
△36

10,068
6,028
2,289
74
96

3,569
2,949
2,640
308
1,090
25
0

214
32
205
601
200
△190 　

負債の部
流動負債 14,694
買掛金 619
未払金 1,748
未払法人税等 2,843
前受収益 8,242
賞与引当金 572
その他 668

固定負債 326
退職給付引当金 104
関係会社事業損失引当金 210
その他 11

負債合計 15,020
純資産の部
株主資本 71,210
資本金 10,146
資本剰余金 12,293
資本準備金 5,355
その他資本剰余金 6,938
利益剰余金 48,772
利益準備金 19
その他利益剰余金 48,753
繰越利益剰余金 48,753

自己株式 △1
評価・換算差額等 5
その他有価証券評価差額金 5
純資産合計 71,216

資産合計 86,237 負債・純資産合計 86,237

計算書類
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損益計算書 (単位：百万円)

科目
第41期

2021年4月 1 日から
2022年3月31日まで

売上高 41,462

売上原価 9,747

売上総利益 31,715

販売費及び一般管理費 14,645

営業利益 17,070

営業外収益 173

受取利息及び配当金 23

為替差益 85

受取賃貸料 45

その他 17

営業外費用 16

賃貸費用 3

その他 12

経常利益 17,226

特別利益 52

関係会社事業損失引当金戻入額 50

投資有価証券売却益 2

税引前当期純利益 17,279

法人税、住民税及び事業税 4,720

法人税等調整額 433

当期純利益 12,125
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第41期（2021年4月1日から2022年3月31日まで） (単位：百万円)

株主資本

資本金
資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他資本
剰余金 利益準備金

その他利益剰余金
繰越利益剰余金

当期首残高 10,146 5,355 6,938 19 38,540
会計方針の変更による累積的影響額 △885
会計方針の変更を反映した当期首残高 10,146 5,355 6,938 19 37,654
当期変動額
剰余金の配当 △1,027
当期純利益 12,125
自己株式の取得
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － － 11,098
当期末残高 10,146 5,355 6,938 19 48,753

株主資本 評価・換算
差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計 その他有価証券

評価差額金
当期首残高 △1 60,998 8 61,006
会計方針の変更による累積的影響額 △885 △885
会計方針の変更を反映した当期首残高 △1 60,113 8 60,121
当期変動額
剰余金の配当 △1,027 △1,027
当期純利益 12,125 12,125
自己株式の取得 △0 △0 △0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2 △2
当期変動額合計 △0 11,097 △2 11,094
当期末残高 △1 71,210 5 71,216

株主資本等変動計算書
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有限責任監査法人トーマツ
　　　　　　　東京事務所
指定有限責任社員

公認会計士 神 代  勲業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員 公認会計士 川 口 泰 広業 務 執 行 社 員

独立監査人の監査報告書
2022年5月18日

株式会社ジャストシステム
取締役会　御中

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社ジャストシステムの2021年4月1日から2022年3月31日までの
連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監
査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ジャス
トシステム及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人
の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま
た、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対
して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計
算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外
にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求
められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

監査報告
連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示するこ
とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当
該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を
行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
　・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実

施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
　・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
　・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注

記事項の妥当性を評価する。
　・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企

業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の
前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

　・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとと
もに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正
に表示しているかどうかを評価する。

　・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監
査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負
う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む
監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立
性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容に
ついて報告を行う。
利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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有限責任監査法人トーマツ
　　　　　　　東京事務所
指定有限責任社員

公認会計士 神 代  勲業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員 公認会計士 川 口 泰 広業 務 執 行 社 員

独立監査人の監査報告書
2022年5月18日

株式会社ジャストシステム
取締役会　御中

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社ジャストシステムの2021年4月1日から2022年3月31日ま
での第41期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細
書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に
係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人
の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に
従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま
た、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対し
て意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類
等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にそ
の他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求
められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に係る会計監査報告
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示すること
にある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内
部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、
我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事
項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、
不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を
行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
　・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実

施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
　・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際

して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
　・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注

記事項の妥当性を評価する。
　・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業

の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前
提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
して存続できなくなる可能性がある。

　・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかととも
に、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示
しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む
監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立
性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容に
ついて報告を行う。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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株式会社ジャストシステム　監査等委員会

常勤監査等委員 肥 後　泰 ㊞
監査等委員 熊 谷　勉 ㊞
監査等委員 五十嵐 透 ㊞

監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2021年4月1日から2022年3月31日までの第41期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたし
ました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。
　なお、当社は2021年6月24日に開催された第40回定時株主総会決議に基づき、同日付で監査役設置会社から監査等委員会設置会
社へ移行いたしましたが、2021年4月1日から2021年6月24日定時株主総会終了時までの監査については、当該期間の各監査役が
実施した監査内容を引き継ぎ、その内容を確認のうえ当事業年度の監査報告としております。

1．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整
備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受
け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

①監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等を定めた監査計画に従い、会社の内部監
査部門その他内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を
受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しま
した。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を
受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職
務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われるこ
とを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28
日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書
及び連結注記表）について検討いたしました。

2．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する
　事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年5月19日

（注）　監査等委員肥後泰、熊谷勉及び五十嵐透は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

監査等委員会の監査報告

以　上
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株主総会にご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。（ご捺印は不要です。）

開催日時
　 2022年6月24日（金曜日）午前10時　

場 所
　 ジャストシステム徳島本社

(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

郵送で議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限
　 2022年6月23日（木曜日）午後6時到着分まで　

インターネットで議決権を行使される場合

・パソコン又はスマートフォンから議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスし、
同封の議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご入力いただき、画
面の案内に従って賛否をご入力ください。

・スマートフォンにより議決権行使される場合は、初回のログインに限り同封の議決権行使書用紙に
表示されたQRコードを読み取りいただくことにより、「ログインID」及び「仮パスワード」を入
力することなく議決権行使サイトにログインすることができます。なお、一度議決権を行使した後
で行使内容の変更をされる場合には、議決権行使書用紙に記載の「ログインID」及び「仮パスワー
ド」をご入力いただく必要があります。

 ※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

行使期限
　 2022年6月23日（木曜日）午後6時入力分まで　

議決権行使等についてのご案内
議決権は、以下の3つの方法により行使いただくことができます。
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インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

QRコードを用いたログインは1回に限り可能
です。
再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を
行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力
する方法」をご確認ください。

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

※「QRコード」は㈱デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力する
ことなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使
サイト https://evote.tr.mufg.jp/

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使サイトにアクセスしてください。1

新しいパスワードを登録する。3

「新しいパスワード」
を入力

「送信」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法等が
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 午前9時～午後9時）
※複数回にわたり議決権を行使された場合の取扱い
(1) 郵送による方法とインターネットによる方法の双方で議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効とさせてい

ただきます。
(2) インターネットによって複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効とさせていただきます。
機関投資家の皆様は、㈱ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。
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